
「 空 き 家 バ ン ク 」 の し く み

※　海南市は情報の紹介や必要な連絡調整等を行い、協力宅建業者は物件の賃借・売買に関
する交渉、契約等に関しての媒介行為を行います。なお、協力宅建業者へは、宅地建物取引
業法（昭和27年法律第176号）第46条第１項の規定に基づく額の範囲内の媒介にかかる報酬
が必要となります。

海南市 

  
・空き家等所有者を登録 
  

・利用希望者を登録 
 

・登録空き家等の確認 

 （協力宅建業者と共同） 
 

・空き家等情報の作成 
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情報提供 調査確認 

協力宅建業者（海南支部会員） 
 

・登録空き家等の確認（海南市と共同） 
 

・売買･賃貸希望者の媒介       ・重要事項説明       ・売買･賃貸契約の締結 
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